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第２回救急業務に携わる職員の教育のあり方に関する 

作業部会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成 24 年 10 月２日（火） 

 

２ 場 所  メルパルク東京４階 孔雀 

 

３ 出席者 

メンバー 横田部会長、浅利委員、大极委員、岡本委員、 

     小林（明）委員（代）飯島氏、小林（一）委員、 

     坂本委員、田邉委員、玉川委員、名取委員、 

     林委員、福井委員、三浦委員 

オブザーバー 井上補佐、徳本専門官、村上補佐 

 

４ 会議経過 

 

 １ 開会［事務局］ 

 

 ２ あいさつ 

【武田審議官】 

 私、９月 10 日付で前任の髙倉審議官にかわりまして、厚生労働省から出向で参りまし

た武田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。直前は社会保障と税の一体改革

の関係の仕事をしておりましたが、その前は医政局、保険局で医療に関係する仕事をさ

せていただいておりました。ただ、直接救急関係を担当したことはございませんので、

いろいろ勉強させていただきながら皆様の御意見をしっかり受けとめていきたいという

ふうに思っています。開始に当たりまして一言だけごあいさつ申し上げます。本日はお

忙しい中御参集いただきましてまことにありがとうございます。前回は８月に第１回目

を開催したところでございます。いろいろ御出席の皆様から今回のテーマであります教

育のあり方に関してさまざまな御議論をいただいたところでございます。その後班に分
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かれまして救急救命士、救急隊員、通信指令員それぞれの教育のあり方について御検討

いただいたところでございますので、本日はこういった班会議の議論を踏まえまして各

班での検討状況それから全国アンケートの結果についても御説明を差し上げ今後必要と

なる取り組みについて前回に引き続き御検討を賜りたいというふうに思っている次第で

ございます。特に、各班で御検討いただいた内容につきましては、ほかの班の委員の

方々にも情報共有を図っていただくことが必要であると思いますので、それぞれ同じ方

向性を持った教育への取り組みにつながるよう御検討いただきたいというふうに思いま

す。委員の先生におかれましては、それぞれ専門的な知識経験に基づく忌憚のない御意

見を頂戴し、ぜひ成果を上げることができるようにお願いを申し上げて私からのご挨拶

とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。ありがとうございまし

た。 

 

３ 議事 

【○○部会長】 

 皆さんおはようございます。「救急業務に携わる職員の教育のあり方に関する作業部

会」第２回目を開催したいと思います。消防機関の方々関西のほうではちょっと大きな化

学工場の事故があったり､台風 17 号が接近して大変な時期がありました。そういう中での

会議ですけれどもひとつよろしくお願いしたいと思います。それではまず最初に前回の

作業部会の議事要旨について事務局のほうから御説明をお願いします。 

【事務局】 

 そういたしましたら資料４を１枚おめくりいただきまして資料４－１議事要旨という

ことでご覧いただけたらと思います。簡単に説明をさせていただきます。１ページ目で

ございますが部会長のごあいさつの後、最初に救急救命士の教育のあり方についてという

ことで、議事要旨の１ページから２ページにかけまして各消防本部の救急救命士、特に

指導的救命士について各本部の取り組みを御紹介させていただいております。２ページ

の特に上から６つ目の個所でございますけれども、指導的救命士の位置づけを定めるこ

とが重要であり、そのヒントは平成 22 年度アンケート調査結果でもわかっているとおり

①費用をかけず効率的に、②地域格差のないよう、また質を担保するため指針がほしい、

③現場レベルで指導担当者を確保するといったポイントが挙げられる。特に③について

は指導的救命士が効果的であるといった御意見、あるいは指導的救命士が任期つきの職
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務（ポスト）あるいは資格として位置付けられるのかといった御議論がございました。次

に救急隊員の教育のあり方についてということで、これも２ページから３ページにわた

りまして各消防本部の取り組みを御紹介いただきました。３ページの一番上ですけれど

も、芳賀地区の取り組みを受けまして１つ目の個所でございますが、地域の医師のかか

わりが救急隊の教育に対して非常に大きな影響があるものと考えられるといった御意見、

あるいは上から４つ目の個所でございますけれども、生涯教育の必要性という議論の中

ではこれまで救急救命士が対象であったが、全国の一定の質を担保するという意味では

救急救命士以外の救急隊員も業務上の教育が必要である根拠を示す必要がある。教育は

個人的な同好会のような形ではなく消防の組織として責任を持つべきであり、業務とし

て行うという捉え方で、そのような地域であっても実施できるような教育のあり方を検

討したいという意見がございました。続きまして通信指令員の教育のあり方としまして、

まず横浜市消防局○○課長御報告として、先進事例の取り組みの御紹介がございました。

また３ページから４ページの頭にかけまして､東京の取り組みを御紹介いただいておりま

す。そして１つ目の個所でございますけれども、各本部に指令室があり、プロコトルも

ブラックボックスで教育が行い辛く教育に対する温度差もあるといった御意見、またそ

の下２行目ですけれども、小規模本部に大規模本部の方法論での教育を行うことはでき

ないため、どのような方法があるのか考えていきたいという御意見、２つ目の個所とし

まして、指令員の役割として、現在はＰＡ連携を初め隊運用が多様化していることに加

え、口頭指導の重要性も明らかになってきており、今後のコールトリアージの指導も視

野に入れれば指令員の重要性は高まっていると言える。あるいは教育の必要性としまし

て２つ目の〇の下から６行目ですけれども、少人数で指令室を運営している小規模本部

では個々のケースに十分な時間をかけられないという事情があるかもしれないが、日本

全体での医学的なレベルアップは必要であり、作業班では指令員の教育だけではなく指

令員のあり方そのものから議論を始めていく必要を感じているという御意見、あるいは

その下、消防本部の規模や地域性によっても違いがあることは理解しつつ、医学的には

一定のレベルが求められるといった指摘が必要であるという御意見をいただきました。

最後の全体を通じてとして、ＭＣの役割ということで５行目ですが救急業務が医行為に

及んできている現状では、地域ＭＣが救急活動の内容を検証するということは必要だが、

地域ＭＣがどのように機能しているのか、求める要件は何かということがわかるとあり

がたい。また医療機関も人員的余裕がない中で医師の立場を明確にすれば医師の協力も
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得られやすいという点、地域ＭＣにおいて包括的に行われている医行為を「教育」と称し

て勝手な方向に進まないように留意すべきという意見もそのとおりだということで御意

見をいいただきました。このような委員の皆様からいただきました意見をもとに各班で

検討を１回あるいは２回したということでございます。事務局からは以上でございま

す。 

【○○部会長】 

 はい、ありがとうございます。ということで前回の検討会の議事要旨を説明していた

だきましたが、この点について御質問あるいは確認しておきたい事項はございませんで

しょうか。よろしゅうございますか。それでは次に、前回も御説明があったと思います

けれども、全国の消防本部に対して教育についてのアンケートを実施するということで

したので、その実施をした中間報告が用意されているようですので事務局のほうから御

説明を願いします。 

【事務局】 

 そういたしましたら、資料２アンケート調査結果（中間報告）をご覧ください。この報

告につきましては中間報告ということでまだ最終的な報告とはなってございません。最

終的な報告に向けまして平成 22年にも同様な調査を踏まえましたので､その辺の比較検討

も含めてまた明らかにしたいと存じております。そうしましたら、資料２の調査結果と

いうことで２ページからご覧ください。最初に消防本部の概要ということで、管轄人口

規模別の割合を出したものでございます。これに基づきまして以後のアンケートにつき

まして人口規模別に集計を行っているところでございます。２ページの２救急救命士の

再教育ということで、再教育とすべき項目のカリキュラムを作成しているかということ

で、定めている割合が 17.1％ということで、我々が考えていたよりもちょっと低いのか

なと考えております。下にも書いてございますとおり、多くの消防本部で救命士の再教

育カリキュラムを定めていない現状が明らかになった。特に小規模本部になるほどその

傾向は顕著であるということで、これについて今後計画の必要性などを含め検討してい

く必要がある、このように考えています。３ページをご覧ください。病院実習以外の再

教育ということで実施方法について書いてございますけれども、全体の８割がクレジッ

ト制あるいは単位制で実施しているということでございました。また下の教育内容の履

修内容につきまして、これは４ページにグラフがございますけれども、病院実習以外の

再教育の内容ということで全体としましては特定行為手技の維持・向上が 8.5％、特定行
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為以外の維持・向上が 6.8％、また重症度・緊急度評価と病態の把握というのが 5.8％に

なってございました。職場を離れて行う研修、４ページの③ですけれども、これについ

て把握しているというのが全体で見ると 86.2％であったということです。これらからと

いうことで下に書いてございますけれども、救急救命士の再教育カリキュラムを定めて

いない本部が多い中で、履行内容としては上の図にもありますとおり各本部で工夫して

再教育が図られている現状、また実施方法としてはクレジット制あるいは単位制などに

より再教育の時間を確保しようという本部が多いことが明らかになったということでご

ざいます。続きまして５ページ目ですけれども指導的立場の救命士についてのアンケー

トですけれども、まず要項等で定めているということで、図表６にありますけれども全

体の 14.7％、本部数でいいますと 116本部が定めているという御回答でございました。こ

れについては我々結構やっているのかなという雰囲気でございます。図表７にある要綱

の種類としまして任期制なのかポストなのかということでございますけれども、任期制

ということでそこの職場というかポジションにいるときに指導的救命士の役割を担って

いるというのが 36.2％、資格制ということでその人そのものにそういったものを与えて

いるというのが 22.4％、その他が 40.5％ということで、まだその他の精査ができており

ませんけれども、一応任期制・ポスト制ということでこのような割合になってございま

す。次の部分ですけれども６ページから８ページにかけまして指導的救命士の要件とい

うことで、年齢要件、階級要件、拝命年数要件、救命士としての年数要件、それと資格

要件と試験の実施について６ページから８ページについて聞いております。それぞれの

内容につきましてはグラフのほうを御参照願えたらと思いますが、それぞれの本部でさ

まざまな取り組みでやられているのかなというのがこの辺の要件の内容でございます。

８ページの下のインセンティブについては９ページの上にグラフがございますけれども

全体で 5.2％ということで、これは 116 本部のうち本部数でいいますと６本部のみという

ことで何らかのインセンティブを与えているのが６本部だったということでとございま

す。その下に書いておりますとおり既に 116本部でいわゆる指導的立場の救急救命士を配

置していることが明らかとなりました。今後この指導的救命士の役割あるいは先進事例

等について調査分析を行いあり方等について検討を加える必要があるとこのように考え

てございます。９ページの４、救急ワークステーションにつきまして実施しているとい

うところが全体の 7.2％、本部数で言いますと 57本部でございました。これにつきまして

は平成 22年度に消防庁で調査し把握していた本部が 24本部でございましたので、それに
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比べると倍以上増加していることがわかりました。10 ページの上ですけれども派遣の方

式といたしましては、全体で見ますと派遣型が両方合わせまして 77.2％ということで大

部分を占めているということです。17.5％がいわゆる常設型ということで敷地内に出張

所等があるというやり方でございます。多くが派遣型だったということでございます。

派遣型、常設型それぞれの派遣先の医療機関の状況について 10 ページの下でお調べしま

したけれども、その多くが公立病院であったということでございます。11 ページでは派

遣隊の位置付けをお調べしましたけれども、これにつきましてもそれぞれの本部でさま

ざまな派遣の方式をとられているということです。ワークステーションへ専任隊として

派遣している本部は全体の 26.3％、本部数でいいますと 15 本部ということになってござ

います。その下に、まとめとしまして救急ワークステーションについて 57 本部で実施し

ていることが明らかになった。平成 22年度に消防庁で把握しているのが 24本部で倍以上

の増加となっている。その多くがいわゆる派遣型であるということで、派遣型のほうが

より多く普及している状況が明らかになった。また人口規模が少ない小規模本部ほど実

施の割合は低かったということになってございます。12 ページではワークステーション

でやっている研修項目ということで調査を図っておりますが、これにつきましてはご覧

のような内容でそれぞれ実習が図られている状況でございます。13 ページではワークス

テーションの導入についてということでアンケート調査を行いました。ワークステーシ

ョンを実施していない 734本部について導入の検討状況を尋ねたところ、検討中であると

いうのが全体の 10.2％、本部数でいいますと 75 本部となっております。この辺で現在ワ

ークステーションを検討中ということでございますが、これにつきましても人口規模別

に見ますとやはりそれぞれ差があるのかなというところです。またワークステーション

導入について課題を挙げていただきました。これにつきましては 14 ページにグラフがご

ざいますけれども、「派遣する余裕がない」というのが 57.4％で最も高い。ついで「管内

に実施できる医療機関がない」これが 43.2％です。規模別に見ますと、派遣する余裕がな

いとの回答が５万人未満では 60.8％に上りました。同様に、管内に実施できる医療機関

がないという回答も５万人未満では 54.9％、半数を超えたということで、規模の小さい

消防本部ほどワークステーションを導入するに当たっての課題というか資源的制約があ

るのかなというところでございます。まとめとしましては、救急ワークステーションの

導入を検討している本部が 75 本部に上りました。救急ワークステーションの導入を検討

していない本部のうち特に小規模本部でその割合が高く、導入への課題については「派遣
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する余裕がない」あるいは「管内に実施できる医療機関がない」が小規模本部でそれぞれ

約６割に上ったということでございます。続きまして 15 ページ救急隊員への教育訓練と

いうことで、教育訓練の年間計画を定めているかということで、全体としまして救急隊

員の教育年間計画を立てているのが 29％ということで、これにつきましては同様のアン

ケートを 22 年にもとっていますけれども、ざっと見たところその時よりも低くなってい

るような状況でございます。内容につきましては（２）ということで 16 ページのグラフ

が描いてございますけれども、履修内容としまして基礎行為手技、特定行為以外の維持

向上が 12.5％で最も高く、続いて特定行為の補助技術の維持向上が 11.8％、緊急度・重

症度の判定の把握というのが 8.9％。規模別に見ますと特に５万人未満ではその他接遇・

倫理関連とかトラブル事案あるいは法律関連、医療機関選定の判断、交渉能力等の研修

が行われている割合が特に低かったということで、まとめとしましては救急隊員教育に

ついて年間計画を策定している本部が 229本部、全体では小規模本部ほど策定率が低かっ

た。また、履行内容については各本部で必要とする内容についてそれぞれ工夫して実施

されているものの、「接遇研修」や「トラブル対応」「法律関連」などについて小規模本

部ほど実施の割合が低かったということでございます。16 ページの下ですけれども、職

場を離れて行う研修ということでこれは次ページから 18 ページにかけてそれぞれの内容

でお聞きをしております。まず症例検討会を実施しているかということで、全体では約

９割が実施をしているという回答でございました。また図表 25 にありますとおり各種学

会の参加ということで、全体では約７割が実施しているということでございます。18 ペ

ージ隊活動訓練ということで、これは全体で約６割ということになってございます。職

場を離れて行う救急隊教育（研修）について、症例検討会については全体の約９割、各種

学会約７割、隊活動約６割となっておりますが、症例検討会以外については小規模本部

ほど実施している割合が低くなっているというのが見てとれるということでございます。

19 ページの参加時間や参加回数の把握ということで、把握しているかということで全体

が 63.8％が把握していると。また救急隊員の年間の参加目標を設定しているというのは

全体の 10.5％に留まっているということで、規模別な違いは両者ともございませんでし

た。今後年間計画の策定等の必要性を含めて検討が必要かというふうに考えてございま

す。続きまして 20 ページですけれども、救急隊長の人材育成ということで、救急隊長に

ついての人材育成の実施状況として、全体としては、やっているというのが 14.8％、本部

数で言いますと 117本部ということで、これにつきましても小隊長教育の必要性も含めて
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検討が必要と考えてございます。最後に 21 ページですが、通信指令員等への救急に係る

教育についてということで、そもそも専任の通信指令員を置いているか置いていないか

ということで見ていただいくと、これも規模によって非常に違いがあるということ、ま

た通信指令員への救急救命士の配置につきましても、約半数近いところが置いていると

いうことですが、これも規模別によって若干違いが出ているということでございます。

22 ページにいきまして口頭指導プロトコルを作成しているかということにつきましては、

これは全体の８割ということで 633本部で既に作成済みということでございました。これ

につきまして口頭指導プロトコル策定本部約８割と、その内訳としまして心肺蘇生法が

一番多くて 79.8％、以下気道内異物 72.8％、止血・指切断が 68.6％、熱傷ということで

続いてございます。それが次のページ 23 ページの上のグラフでございます。規模別につ

いてあまり差はございませんでした。23 ページの下ですけれども、通信指令員が事後検

証に関与しているかという質問に対して、関与していると回答したのが全体の 54.4％、約

半数だったということで、本部数で言いますと 430 本部、規模別に見ると５万人未満で

50.2％、５万人以上 30万人未満で 55.8％、30万人以上で 59.8％ということで、大きな本

部ほど関与している割合が高くなる傾向が見てとれました。一番最後でございますけれ

ども 24 ページ、救急に係る教育等の実施ということで、救急に係る教育の実施（教育カ

リキュラムの策定など）をしているかというアンケートにつきましては、実施していると

いうのが全体の 22.3％、本部数で言いますと 177本部ということでございました。これに

つきましては 30 万人以上のところで比較的高いという回答でございます。指令員の教育

について、事後検証への指令員の関与については過半数の本部で実施されており、大規

模本部ほどその割合が高いということでございます。指令員への救急に係る教育につい

て実施している本部は全体で 22.3％（177 本部）であったということでございます。簡単

でございましたけれども中間報告ということで、これがすべてアンケート項目の結果内

容ではございません。まだ入っていない部分、精査できていない部分がございますので、

その辺を次回までにお示ししたいと考えてございます。以上でございます。 

【○○部会長】 

 はい、ありがとうございました。ということでアンケート調査の中間報告の御報告を

していただきましたが、この内容につきまして、まだすべてではないということが前提だ

そうですけれども、御質問なりコメントをいただけたらありがたいと思いますがいかが

でございますか。有効回答率 100％ということで組織として立派なアンケートであると。
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それぞれの救急業務に携わる３つの職員を対象に教育に係る現状調査ということをして

いただいています。大きく消防規模別で多少の違いが出るんだろうということで分けて

分析をしていただいているのがこの報告のようですけれども、いかがでしょうか。私の

ほうから御質問というか確認ですけれども、22 ページの口頭指導プロトコルのアンケー

トで心肺蘇生、気道内異物、止血・指切断等々はわかるんですけれども、意外とＡＥＤ

を使ってくださいというようなことに関するプロトコルの回答が低い。ちょっと意外な

感じがするんですが、事務局のほうではどういうふうにお考えですか。 

【事務局】 

 そうですね。これ個別のプロトコルはまだ確認をできておらないのですけれども、心

肺蘇生のプロトコルに含まれてやっておられるところがあるのかなと。 

【○○部会長】 

 かもしれませんね。これをこのままその地域のＡＥＤの普及度と関係しているのかと

いうこともあるのかもしれませんけれども、恐らくおかけになってくる一般の方の身近

にＡＥＤがあろうはずがないという前提でプロトコルを作っていないということも考え

られるのかもしれませんけれども、ちょっと意外な気がしました。委員の方々どうでし

ょう。はい、○○委員。 

【○○委員】 

 ワークステーションの 10 ページのところで、派遣と常設があって、派遣でなおかつ特

別な活動拠点のないワークステーションというのは、通常の病院実習との違いがいまひ

とつイメージがしにくいんですけれども、具体的に活動拠点がない派遣のワークステー

ションというのはどんな活動をワークステーション、つまりどういう形態で病院に入っ

ているのかというのをもうちょっと具体的に教えていただければと思います。 

【事務局】 

 これにつきましてはアンケートの聞き方自体がこういった項目でお聞きをしているの

で、それぞれの消防本部のとらえ方があると思うんですけれども、我々が考えているの

は本当に車１つ身１つで病院のほうに入っていく。当然活動拠点としては救急外来なり

いろいろあるとは思うんですけれども、派遣の仕方として特別な施設とかそういうもの

がなくて、本当に救急車に乗って病院に行く、駐車スペースぐらいで行くのがこの拠点

がないという形で考えています。 

【○○委員】 



10 

 

 通常の病院実習との違いは自前の救急車を持っていって、その救急車が出動可能な状

態であるというところが通常の病院実習と違う。ただ、やっている内容は救急車を置い

たままで外来にいたりするということに関してはオーバーラップをしているというよう

な。 

【事務局】 

 そうですね。後でまた横須賀の事例も説明しますけれども、どうしてもそうなると出

動可状態で入りますので、その辺がちょっとネックになっています。 

【○○委員】 

 わかりました。 

【○○部会長】 

 ほかの委員の方いかがでございましょうか。このアンケートの内容についてまた後で

それぞれの作業部会の御報告があった際に関連してアンケートではということを関連づ

けて御質問をしていただいてもいいのかなと思いますので、もし今の時点で御意見がな

ければまた後で伺うということで次に進めさせていただきたいと思います。それでは次

に各班の検討結果などについて御説明いただきたいと思います。まず救急救命士の教育

のあり方についてというところです。まず資料３ですけれども、資料の御説明をお願い

したいと思います。 

【事務局】 

 資料３の７ページからになります。救急救命士の教育のあり方ということで、１枚お

めくりいただきまして８ページ、まずこれが８月ですけれどもワークステーション実施

視察ということで、救急救命士班、救急隊員班合同で横須賀市のワークステーション状

況を視察してまいりましたその結果でございます。詳しい視察概要につきましては参考

資料５－１に視察概要ということであわせて見ていただけたらと存じますけれども、資

料３の８ページですけれども今年度４月から横須賀市さんの場合は市内３病院でいわゆ

る派遣型の救急ワークステーションを運用しているということです。ごらんの３病院に

救急車が出向いて院内実習を行うということです。横須賀市の場合につきましてはご覧

のとおりということで、９ページですけれども横須賀市ワークステーションの概要とい

うことで運用方法としてはいわゆる派遣型のステーションとして整備している。平日昼

間ですけれども、市内にある 11 隊がそれぞれ毎日１隊日替わりでこの３病院のうちどれ

かの病院に詰める体制ということで、病院ごとに曜日を指定しておりまして指定された
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１病院に日替わりで行くということでございます。これにつきましては８ページの上に

写真がございますけれども、先ほど坂本委員からも質問がありましたいわゆる身１つ車

両１つで行くということで、病院敷地に救急車を停めるスペースを確保していただいき、

隊員が無線機を持って救急外来等で研修を行うというような体制でございます。お聞き

した派遣型救命ワークステーションを開始したメリットということで９ページに書いて

ございますけれども、隊として病院に派遣することから救命士だけじゃない、一般の救

急隊員を含めた病院研修が可能となったということが一番大きなメリットとして挙げて

おられました。また、周りで何か重症事例等があれば医師がこの救急車に同乗するという

ことで、現場等で直接的な指導あるいは指示が可能となったということ。初期費用をあ

まりかけずに運用を開始できたということも挙げてられていました。ご覧のとおり駐車

スペースを確保していただくということと、あと医師に救急車に乗っていただくための

賠償責任保険をかけるぐらいの負担で実施ができたということをメリットに挙げており

ました。ただ、横須賀市の課題ということで、先ほども話をしましたけれども、まず最

初は救急科の３名の先生に御対応いただいているということですけれども、なかなか外

来を診ながら救急隊の相手をするということで人員的に結構大変だというのが先生のお

話でしたけれども、横須賀共済病院さんの場合はそのようなことをおっしゃっておられ

ました。このような中、負担が増えることで病院側の特段の協力がなければなかなか実施

が困難なのかなということ、それから先ほど話した出動可能体制で院内研修に臨んでい

るということで、あまり病院奥深くまで入っていけないということで、救急外来以外で

の院内実習というのは非常に困難だということです。一番下の個所ですけれども、これ

は横須賀市のお話ではないんですけれども一般的にということで派遣型の場合は隊で３

名が入るだけですので、常駐型のようにコーディネーターとなるような者がいないとい

うことで、内容的に病院に行ったはいいけど何をしていいかわからないとか、ただここ

に立って処置を見ているだけとか、内容についてきちんとコーディネートできる人間が

いないので、その辺がちょっと派遣型の課題かなというのを我々は考えております。以

上がワークステーションの視察結果ということで、これを踏まえまして 10 ページからで

すけれども、救急救命士班の検討項目ということを順に説明をさせていただいて、詳し

い内容につきましては各班長のほうから御説明いただけたらと考えております。10 ペー

ジにつきましては第１回でお示ししました検討項目ですので、これに基づいてアンケー

トを行うということでございます。11 ページ、まず指導的立場の救急救命士ということ
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で、参考としまして救命士が占める割合ということでお付けしております。年々救命士

の数も増えておりまして、救急救命士の割合というのも年々増加しているということで、

平成 17 年が 15.7％、23 年が 22.7％となっております。12 ページで指導的立場の救急救

命士の必要性ということで、救命士制度も 20 年経過したということで、プレホスピタル

ケアの現場教育を実践することが可能といいますか指導ができるような救命士が育って

きたのかなということ、あるいは救命士が増加するということで生涯教育の絶対数とい

うのが当然増加するということで、消防本部につきましても財政的な負担あるいは警防

人員の確保そういったものの負担も増えてきている。一方、医療機関においても、こう

いった生涯教育を担っていただける指導する医師あるいは看護師、医療スタッフの負担

というのも増加してきているのかなと。こういったことから指導的救命士が指導者とし

て救命士を指導することでお互いの職務の意欲を向上できるとともに、先ほど述べたよ

うな財政的人員的な負担あるいは医療機関側の負担というものも軽減できるのではない

かと、このように考えてございます。その辺を図にしたのが 13 ページということで、救

命士の数がたくさんいるなか、指導的立場の救急救命士を配置することで、医師の直接指

導に加えて指導的救命士が救命士を教えるという体制で医師の負担も少なくなり、また、

教育される救命士あるいは指導する救命士双方に職務意欲の向上が図られるのではない

かと、このように考えてございます。続きまして 14 ページ、こういった指導的立場の救

命士に求められる能力としてご覧のようなさまざまな能力あるいは知識そういったもの

が必要になってくるということです。医学的な知識といったものはもとより、指導者と

して人間的にも優れた人物像、こういったものが浮かんでくると考えてございます。15 ペ

ージからは第１回班会議資料に基づいて御説明を差し上げますけれども、詳しい資料に

つきましては資料の５にそれぞれの班での資料をつけておりますので御参照願いながら

ということで、15 ページですけれども班会議では指導的救命士の活動範囲としていかに

あるべきかということで、ご覧のようなことについて検討していこう。また②でありま

すけれども、指導的救命士をではどのように誰が養成するのかということで、ご覧のよ

うなことについて検討を進めていこうということにしております。16 ページですけれど

も、また指導的救命士による役割ということで、業務内容についても検討が必要だろう

ということで、どのようなものがあるのかどのようなことができるのかということでご

覧の内容について検討を進めていこうということを確認しています。それと２つ目とし

まして、17 ページの救急ワークステーションということで、全国で実施可能なワークス
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テーション方式の検討ということで、先ほど派遣型・常駐型がございましたけれども、そ

れぞれの利点あるいは課題こういったものをアンケートで明らかにしていこうというこ

とを考えてございます。それと 18 ページですけれども、救急ワークステーションの教育

効果でありますとか導入可能なワークステーションの要件などについて班会議で検討し

ていくということで、まだ前回ワークステーションのほうの検討はできておらない状況

で、今後検討していくということにしております。詳しい内容につきましては、救命士

班の○○先生のほうから御報告いただければと思います。以上事務局からここまででご

ざいます。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。ということで救急救命士の教育ということについて、主に１

つは指導的救命士をどういう形でやるかということを検討するという課題と、それから

教育の現場としてのワークステーションのあり方、それを実地調査を含めて御説明願い

ました。まずワークステーションを最初お話しくださった横須賀市の救急ワークステー

ションの件についてちょっと御質問を先に受けたいと思いますけれども、ございません

でしょうか。派遣型の一例として調査をされたということですけれども。これは 11 隊が

日替わりで病院に詰めるということですけれども、各署から抜けるわけですけれども、

その抜けたところはどういうふうにカバーしていると言っていましたか。 

【事務局】 

 病院の近くに消防署がございまして、そこが抜けたところを埋めに、入れ替わりみた

いな形で、そこの隊が行くということになっています。 

【○○部会長】 

 こういう形態は常駐型というか常設型に比べると経費の問題で導入しやすいという利

点がある反面、事務局のほうの考えた課題としては、どうも対応していただける先生方

等がコーディネーター的な役割を果たしてくれそうにない可能性もあるのでちょっと心

配だという問題も書かれておりますけれども、どうでしょうかね。常設型でやっている

例えば札幌市さんから見るとこういう形はどういうふうにお考えでしょうか。○○委員

どうでしょうか。 

【○○委員】 

 はい。コーディネートをする人というのがやはり重要になっていまして、我々も最初

は隊が固定されていますので､隊員がある程度病院の先生方と看護師さん方とどんなこと
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をやっていこうかということでやっていますけれども、そこがなければなかなかここに

書いてあるとおりかなという感覚はございます。 

【○○部会長】 

 札幌市さんは市立札幌病院が常設型という以外には派遣型はやっておられない。 

【○○委員】 

 やっていません。 

【○○部会長】 

 今回委員の消防機関の委員の方で派遣型のワークステーションをなされている消防機

関の方おられますか。はい、それでは○○委員。 

【○○委員】 

 神戸市では、水上消防署の直近にある中央市民病院の敷地内に待機室を病院移転時に

頂いており、昼間救急隊が詰めているという状況です。昼間の救急についてはポートア

イランド島内には出動しますが、島外には、出ません。このコーディネーターという点

ですが、神戸市では救急隊の長期の派遣のメンバーが１名、半年間こちらに詰めるとい

うことになっております。水上消防署に半年間各所属から研修要員として派遣され、昼

間は中央市民病院に行きます。この職員が実際にコーディネートという役割をすること

になっています。ほかの２名の隊員については約４週間、各所属が順番に出すことにな

ります。どうしてもここに書かれていますように所属から派遣された長期研修者がコー

ディネートすることになりますが、世話役として、先生との付き合いの濃淡によって、

つまり、この職員がどのように動くかによって大きく研修自体の充実度が変わってきて

しまいます。ですから、今回私も横須賀市さんの救急ワークステーションを見させてい

ただきましたが、立地条件であったり、あと先生方の協力というのがすごく多大なもの

がありましたので、必ずしもこういった形が広がっていくのはなかなか難しいのかなと

思います。現在、神戸市では半年間の派遣というのが厳しい現状にありますので、この

研修生自体を常駐といいますか、水上消防署の職員として常にコーディネーター役に専

従させようかという話も検討しています。ただ、その世話役をずっとさせるというのも

なかなか厳しいものがあるだろうということで、現在思案しているような状況です。 

【○○部会長】 

 はい、ありがとうございます。といういろいろな工夫が要るのかと思いますけれども、

ほかの消防機関の委員の方いかがでしょう。どうぞ。 
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【○○委員】 

 東京消防庁なんですけれども、東京はワークステーションをやっていないんですが、

この間の横須賀のワークステーションを見て、やはりワークステーションとして機能す

るというというのは果たしてどういうのが本当にいいだろうというのはとても勉強にな

りました。と申し上げますのは、あそこで派遣型で行っているあの隊員の人たちはほと

んど昼間外来とかが来ないときは処置室で待っているというようなことをおっしゃって

おられました。特に病院実習としてほかの科を見るわけではなく、出場がなければそこ

でずっといるんだということであれば形的にはドクターカー的な意味合いが強いのかな

というところがありましたので、やはりワークステーションの中身を検討するというか

進めるには、院内にいるときの間にどういう教育ができるかというのをきちんとやって

いかないとちょっと時間がもったいないのかなというそんな感じが非常にいたしました。

以上です。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。病院に派遣しているというのは本来ちゃんと研修を受ける目

的がどこまでなされているのかということを見ないといけませんよ。それでは救急救命士

班のほうの報告をいただきながら、このワークステーション並びに指導的救命士の件に

ついてもうちょっとディスカッションしたいと思いますが、今日は山口班長が欠席なの

で○○委員のほうから御報告をお願いできますでしょうか。 

【○○委員】 

 僭越ながら私のほうから救命士の検討班についての議論の内容を説明させていただき

ます。まず最初にワークステーションについてですが、前回の班会議では十分な時間が

なくそれについての議論は行われませんでした。その上で指導的救命士について。 

【○○部会長】 

 ちょっとよろしいですか。そういうことになると今のような意見も出ましたので、恐

らくワークステーションという方式で教育をやっていくのをつくるというときに、病院

での出動しない時間帯の教育のあり方とかそれから１つはコーディネーター、その方たち

を面倒見るのはコーディネーター、いわゆるメディカルオフィサーに相当するのか医者

のほうが直接入るのかという問題も病院によってはあろうかと思います。ちょっとその辺

のディスカッションも含めてやっておいていただければなと思います。では指導的救命

士、議論のなされている指導的立場の救命士についての議論はどうだったかということ
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で御報告をお願いしたいと思います。 

【○○委員】 

 まず議論に先立って、指導的救命士の役割を改めて共通認識を得ようといったところ

から始まりました。これは結果的にこれまでの流れに沿っているわけですが大きく２つ

の役割があるだろう。１つは医療資格としての救急救命士の知識あるいは経験を踏まえ

たものです。これは医学的な知識、経験をバックグラウンドにして救急救命士あるいは

救急隊員に医療の側面から質の保障を担保してあげる、これは指導してあげるといった

ものです。これは特別に資料は用意しておりませんけれども。 

【○○部会長】 

 これは５－２のところの８ページにおっしゃったことがありませんか。指導的救命士

の要件ですか。参考資料５－２の８ページのところに「指導的立場の救急救命士につい

て」検討というところで⑤のところに「救急救命士の要件」、今先生がおっしゃったこと

が２つまとめられているこの内容と考えていいんですかね。 

【○○委員】 

 まさにそのとおりです。 

【○○部会長】 

 それでいいんですね。もしお話の内容が資料があれば資料の御説明も含めてお願いで

きればありがたいと思います。 

【○○委員】 

 了解しました。確かに８ページで医学的知見あるいは技術に基づいて救急救命士ある

いは救急隊員を指導するあるいは助言を行う。またこういった医学的知見に基づいて制

度設計に関与するこれが１つの指導的救命士の役割であろうと。もう１つは②でありま

すが隊活動を熟知した指導者、教育者としての役割。これは医療といった面から少し離

れていわゆる隊連携あるいは隊活動、危機管理、そういった側面から救急救命士あるい

は救急隊員に助言指導する、また制度設計にかかわる、これが大きな指導的救命士の役

割だろうと。もちろん１つ目について医学的知見・技術に関する指導助言あるいは関与

といったものは最終的にはメディカルコントロール協議会なりあるいはそのもとのＭＣ

医師が行うものですけれども、なかなかそこのマンパワーが足りないあるいは余裕がな

いといった中で、そこを支援するあるいは医師と救急救命士、救急隊員との間にリエゾ

ン的な形で入る、そういった役割ができるだろう、それが指導的救命士の役割でないか
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といったものがコンセンサスとして得られて、それから具体的な議論に入ったというこ

とでございます。その具体的な議論としては、これは今の資料の５ページ、④業務内容

といったところにもかかわってくるわけですが、そういった役割を担う指導的救命士の

ポジションをどう位置付けるかといった議論がありました。これは先ほどのアンケート

のところでも触れられていましたが、これはポストとして位置付けるかポジションとし

て位置付けるか、資格として位置付けるかということでございます。ポジションとして

位置付けるというのは消防組織の中に、あるいは消防組織の階級組織といったものの中

に先ほど申したような役割を果たす救急救命士のポストを位置づけて、そこに一定の基

準を満たした救急救命士が割り当てられてそこの席につく、その席についた者がその席

についている期間「指導的救急救命士」と呼ばれる、こういうふうに考えるか、もう１つ

は一定の基準を満たした救急救命士それを指導的救命士として認定して、その指導的救

命士と認定された者が先ほど申した役割を行うポジションに選ばれていくと。エンブレ

ムをつけた人の中からそういったことからポジションの人をあてがう、座っていただく、

そういった形にするか、そういった議論がございました。ただ、これについてはポジシ

ョンとして位置付けるか資格として位置付けるか、メリット・デメリットがある中でどち

らがいいかといったことの議論の収束は行われませんでした。実際にそのメリット・デメ

リットについてですが、ポジションとして位置付けるとこれは階級組織の中できちっと

位置付けられるので、仕事とあるいは指導的救急救命士という名前が一致してわかりや

すいというのが１つ。逆にポストではなくて資格として位置付けると、その資格を持っ

ている人と実際にやっている業務とが関連しない場合があるので、そこについて少し階

級制度とは違うものが存在するということで少し複雑になるかなというものがございま

した。また、ポジションといった形にすると、各消防本部ごとに位置付けようと思えば

その人たちを確保できる。ただ、資格として位置付けるとその資格の設定のレベルにも

よりますけれども、この消防本部にはなかなかそういった資格を持った人が作れない、

いないといったような、あるいは場合によっては都市部だけにそういった資格を持った

人たちが集まってしまうといったようなことが起こるんではないかという議論がござい

ました。その次に、資格として位置づけるにしてもポジションとして位置付けるにして

も、一定の基準を満たした人がそのポストにつくあるいは認定されるということでござ

いますので、その一定の基準というのにはどういったものがあるのかといったのが議論

として行われました。これはこれまでも、平成 12 年ぐらいですかそのころからも議論さ
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れていますけれども、その一定の基準の中には救急隊員としての経験あるいは救急救命

士としての経験などがあるだろう。その救急救命士としての経験の中には場合によって

は処置、特定行為を幾つ行ったかといったようなものも候補としてあるけれども、ただ

そういったことをすると地域によってはまた認定されないといったものが出てくるんで

はないか。そういった議論もございました。ほかにも病院実習での経験とか消防学校等

での教育経験、場合によっては筆記試験あるいは面接試験といった統一的な試験を入れ

てもいいんではないか。また集合教育等の特別研修の修了を条件にしてもいいのではな

いかといったような議論がございましたけれども、具体的には各委員がもう一度具体例

を作ってそれを持ち寄って話し合おうといった形になりました。ほかにももし資格とし

てするのであれば、どこでその資格を認定するのか、各消防本部レベルなのか、あるい

は反対に全国的な組織で資格として位置付けるのかといったようなことを考えていかな

ければいけないだろう。全国的な形で位置付けるとこれも地域によってはそれにそぐわ

ない、なかなか地域で求められる救急救命士とは離れたものになるかもしれない。逆に

地域という形で位置付けるとレベルとして不十分なものになってしまう可能性があるん

じゃないかといったような議論が行われたということでございます。大体議論の流れは

以上でございます。 

【○○部会長】 

 はいありがとうございます。ということでまずは指導的救命士の要件を１つは医学的

知識が十分であるということが必要である。２つ目は隊としての活動、いわゆる救急業

務を熟知して教育者としての資質があることが必要であろうという要件を満たしている

のではコンセンサスを得られました。ただ、その認定の資格を資格としての形にとどめ

るのかポジションとしてやるのかによっては階級とか組織のあり方と少し課題がありそ

うです。これは同じ検討班の中で消防機関の方、補足することはございますか。例えば千

葉市の○○委員ですね、ちょっと今の補足をしていただけますか。 

【○○委員】 

 あと消防がちょっと問題になるんですが、どうしても消防本部の人員と組織の規模に

よって認定ができる、できないというのと、それから組織の中で認定するのかそれとも

地域ＭＣなのかというところが今後の議論の課題になるのかなというふうに思っており

ます。 

【○○部会長】 
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 消防の階級とかあるいは救急隊の隊長とかいろいろ消防には従来の組織の作り方があ

りますけれども、こういう指導的救命士を認定したということになると、署の中でどう

いう位置付けにするかというのは難しい問題なんでしょうか。 

【○○委員】 

 組織的な消防の階級制度がございます。それとまず職名というのがございます。消防

士、消防士長、消防司令補、消防司令、消防司令長とかという部分と、ある程度階級に

見合って係長とか主任とか課長とかいうふうになってくるんですが、その枠の中でどう

しても指導的救命士の位置付けをするとどうもなじまないというのがありますので、教

育を何を持たせるかによってどういう位置付けにするかというふうになってくるのかな

というふうに思っております。千葉市の場合はそもそも 22 年の４月から指導救命士制度

を導入をしております。これは 128時間の救命士の再教育についてどうやってやっていこ

うかということで、先ほどありましたとおり医師または看護師さんの対応、これについ

てはどうしてもマンパワーの部分から限られてしまうだろう。そうすると救命士の中で

救命士を指導する救命士を指導者として養おうということで、当市ＭＣ協議会で諮りま

して当市の中で資格業務内容等を定めていって今日まで至っております。現在今年度は

ビデオ喉頭鏡の部分それから新しい救命処置の部分で､医師のほうと教育内容またはシミ

ュレーションとかいろいろなことを打ち合わせしまして、メディカルコントロールを受

けながら教育のほうを医師と帯同して実績を上げてきているので、相当効果があったと

いうふうには自負しているところがあります。以上です。 

【○○部会長】 

 はい。ありがとうございます。指導的救命士を考える場合ちょっと先ほどの資料３の

13 ページですけれども、従来は今話があったようにメディカルコントロールという大き

な枠の中で救急救命士あるいは救急隊員も含めてですけれども教育をしてきた、いわゆ

る指導や助言をしてきたという図柄があります。その下にありますように救急救命士を

教育していく、我々の医師の世界でいう「屋根瓦式で教育」、つまり上の者が下の者を教

えていくという意味での指導的立場の者を置いていいのではないかというのが今回の発

想だろうと思います。そうはいっても医師によってきちんと指導がされていないといけ

ないというＭＣの体系というのは揺るがせないと思います。この指導的救命士の位置付け

をどういうふうに持っていくかということが恐らく１つの課題で、消防本部それぞれ大

小組織の考え方に差があると思いますので、ここは検討班のほうで報告書に出せる、こ
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の辺だったらコアな部分として出せるんじゃないかというところを見つけていただくと

ありがたいのですが、そういう目で見たときに消防機関の方はどうでございましょう。

何か御意見があれば。班会議のほうでこういう方向性を示してほしいとか、あるいは医

師のほうでも結構ですけれども御意見ございませんでしょうか。直接関与されていない

別の班の委員の方でも、親会議ということで班会議のほうに御注文つけていただいてい

いかと思うんですけれども。どうでしょう。はい、○○委員どうぞ。 

【○○委員】 

 私どもは救急隊員の教育というものを考えてきているんですけれども、そこの救急隊

員にとってこの指導的救命士というのはどういう絡みになってくるのか、救命士のため

だけにある指導的立場だとすると救急隊員には全く関係しないという、ほかの救急隊員

には関係しないということなのか、それともやはり救急医療全体を指導的な立場である

という救命士の指導者なのか救急医療全体の指導者的な位置付けになるのかそういう点

も興味があるというか、できれば大きな意味での指導者としてあってほしいなというイ

メージを持っています。また議論いただければ思います。 

【○○部会長】 

 最初の指導的救命士の要件にやはり救急隊長としての責任が果たせる指導的なことが

できるといえば、やはり救急隊を広く教育できる能力も求められるんだろうと思います

けれども、ちょっとその辺のポイントも整理をしておく必要があるのかなと思います。

ほかの委員の方いかがですか。○○委員。 

【○○委員】 

 先ほど○○部会長からも示されたように、さっきの 13 ページのＭＣの医師の下に指導

的立場の救命士がいてそこの下に救命士がいると、この構造は絶対崩せないんですけれ

ども、ただ、これは恐らく資料の５－２の８ページの①の医学的知見・技術に関する資

質という部分に関しての話であって、隊活動に関してはやはりこれは消防組織の中で考

えていくことにして、そこにＭＣの医師といえども直接的に関わる部分ではないと思い

ます。それから恐らく階級等が非常に大きく問題になるのは､後者のほうの部分について

隊活動というところについてやはりそこはきちんとしないといけないことだと思います

れども、この①のところについて言えばあまり消防本部の中の年功及び階級ということ

にこだわらずに、そこはやはり少しＭＣのほうに直接属しているという形で、あまり階

級と関係なしに医学的なところでＭＣの医師が信任する救命士がきちんとしていればい
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いということが皆のコンセンサスでできればいいんではないかなというふうに思ってお

ります。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。医学的な部分についてはきっちりとこの体系は守らないとい

けませんよということですけれども、いわゆる救急業務として広くとらえる場合はそれ

なりの独自性のある指導的立場ということでとらえていいということですね。そういっ

たことも踏まえて議論していただければなと思います。ほかの委員よろしいでしょうか。

もし後で時間が余ればまた振り返って御質問いただくということで、それでは救急救命

士の教育についてまた次回練っていただいて最終的な報告をとりまとめていただきたい

というふうに思います。それでは次は救急隊員の教育のあり方について事務局のほうか

らまず御説明願います 

【事務局】 

 そうしましたら資料３、21 ページからでございます。救急隊員の教育のあり方という

ことで、21 ページにつきましては第１回の作業部会でお示した検討する項目でございま

す。22 ページですけれどもまずそもそもとして救急隊員の生涯教育の必要性ということ

で、班のほうでは基本手技あるいは観察能力といったものが救急救命士であってもそう

いった知識技術の低下は否めないということで、救急隊員についても同様ではないかと、

こういったことが考えられるのではないかということ、それと救急業務自体は隊活動と

いうことで救急救命士のみで遂行されるものではないということ、また、市町村消防の

果たすべき責任を考えると、こういった隊員の能力の維持向上こういったものが救急業

務を行う上で一定の責任を有すると考えられること、また全国的に見て常時救急救命士

が搭乗しているとは限らないということで、救命士が不在時にあっても質の担保は必要

不可欠、そういったことから全国において「一定のレベル」以上の救急業務を提供するた

めの救急隊員への生涯教育が必須ではないかということでございます。23 ページからは

第１回の班会議資料より抜粋しておりますので、参考資料５－３にもありますが一部を

ここで御紹介をさせていただいているということでございます。これが図式化しており

ますけれども、救急隊員の能力向上を図式化したものでございまして、隊員個人として

の能力の維持向上を図るということで右のようなことになるということで今後スキルア

ップをしていく必要があるということで、また一定のレベル以上の救急業務を提供すべ

きあるいはその必要があるということで能力の向上を図るべきではないかということで



22 

 

ございます。24 ページですけれども、これは 22 年のアンケートということで第１回の作

業部会でもお示しをしましたが、アンケート結果では①から④などが課題として挙げら

れているということです。班会議のほうではこのようなアンケートの御指摘を受けて、

解決策として実施するカリキュラム項目を示したチェックリスト的なものを提示を差し

上げて、年度内において必ず実施するものとしてはどうかということで下にある参考例

として書いてございますけれども、例えば異物除去の手技についてはご覧のような項目

を示すことで具体的な教育内容を示すことができるのではないかということで検討をし

ております。25 ページにはチェックリストの例ということで、これは全体の年間教育項

目の案でございます。管理表ということで年間にすべき教育項目を示した案でございま

す。例えば上のほうが「年度内において必ず実施するもの」ということで、下のほうが「実

施することが望ましいもの」ということで案として作っております。実施するものとして

ご覧のようないろいろな項目が書いてございますけれども、その中で特にチェックリス

ト的なもので具体的なカリキュラムをお示ししようというのがこの１から 19 のところで

ございます。このチェックリストの範囲につきましては下に書いてございますとおり、

救急隊員の応急処置に必要な手技＋特定行為の補助について作成したらどうかというこ

とで検討をしたところでございます。26 ページをお開きください。これにつきましては

チェックリストの具体例ということで、項目別リストの例でございますけれども、例え

ばということでバックバルブマスクによる人工呼吸、胸骨圧迫ということで、このよう

に手技の内容についてそのチェックする項目ごとに内容を記載してはどうか、それとと

もに実施できたかどうか指導者及び本人の評価欄というのを設けたらどうかということ

で、手技の振り返りや再教育の必要性をこれについてはかることができるのではないか

と考えているということでございます。今のところ前のページにあるような 19 の内容に

ついてこのようなチェックリストを作成しているところでございます。27 ページですが

このようなチェックリストを採用することによってということで、先ほどの課題として

①から④が挙がってございましたけれども、時間がないということにつきましてはこの

チェックリスト各項目を分割して実施できるということで、毎日の日々の業務の合間あ

るいは出動の合間でもちょっと時間があればできるのではないか、日常的に実施可能に

なるのではないかと考えております。また費用的な負担ということで、このチェックリ

ストはペーパーですので、パソコンのデータでも結構ですがそのような特に大きな費用

は発生しないということと、あと資器材につきましても日々の救急車両積載品を活用し
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ていただくことで特に準備に対する費用も必要にならないのではないかということでご

ざいます。また、具体的な指針等が示されていないのでできないというアンケート結果

につきましても、このようなチェックリストで具体的な内容を示すことでやることとい

うのを提示できるのではないか。それと含めまして効果的な教育方法がわからないとい

うことにつきましても、このチェックリストの評価項目ということでチェックする項目

が記載されておりますので、その項目に沿った評価をそれぞれ行っていただくのではな

いかということで、課題を解決できるとともに、※印に書いてございますけれども救急

隊としての教育内容も隊訓練とかそのほかのことについてもこのチェックリストのよう

な手法でクリアできるのではないかと考えてございます。これらに基づきまして各委員

からの御意見ということで４－３に要旨とあと班の資料ということで参考資料５－３に

班会議の資料を添付してございます。具体的な検討内容等につきましては○○班長のほ

うから御説明いただけたらと存じます。以上でございます。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。この班は大変課題を挙げてその解決策も要旨ですと大体見え

てきて、こういう方向でどうだろうということを要旨のほうで説明いただきましたが、

改めて検討班長の○○委員のほうから説明をいただきたいと考えています。よろしくお

願いします。 

【○○委員】 

 今御説明いただいた内容がほとんど全てでございますので少し肉付けだけさせていた

だきますが、まず救急隊員の教育が必要かということに関しましてまずここにいらっし

ゃる方は皆さん大体当たり前だろう必要だよねという話になると思うんですが、現状で

何で必要なのか、それからそれだけ負担を各消防に強いることになるかもしれませんの

で、その辺の必要性というものについてまず議論いたしました。そういう中で出てきた

いくつかいろいろ意見があったんですが、例えば救急隊員は今救命士があるもので逆に

救命士にお任せのような部分もある。救命士がいるからいいというわけではなくて、や

はりチームとして動くことでレベルが上がる。これは前回もお話をしたオリンピックで

個人で金メダルをとれなくてもチームになると日本人が優勝するという面もありますの

で、そういうチームとして動くことが非常に重要で、決してただ救命士の代役をできる

わけではなくて代理をやるわけではないんですが、救命士がいない隊であってもそれな

りの質のアップができると、そのようなことを議論でしてきました。それから救急隊員
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たちも現場に出ている人も皆そうなんですが、救急科の勉強が終わった段階で知識が一

番最高になって、それからしだいに知識が下がってくるんではないかというようなお話

もありまして、これに関しましてはやはり皆さん、勉強するのは確かにそういう面があ

るんですが、でもその分経験というものがカバーをして質を維持しているという面があ

るので、だとしたらさらに救急科の当時の理論や知識を維持していればより質がアップ

するんではないか、そういうことを議論いたしました。そういう中で課題が幾つもあり

まして、過去のアンケート結果から出てきたような課題がありまして、それを解決する

にはどうしたらいいかということで議論しながらしてきて作ってきたのがそのようなチ

ェックリストが出てきました。チェックリストの内容につきましては次回に詳細に話そ

うということで今まだ案をお出ししている程度の段階でございます。そういう中で今割

とオフザジョブトレーニングということも大分現場では流行ってきているんですが、果

たしてこれが推奨するべきなのであろうかと、現実には現場でオフザジョブトレーニン

グは時間外の時間での仕事以外のことでやるというふうになりますと、地域でどの程度

熱心な方がいるか医療機関が熱心かとかそういうことが影響しますし、時間外手当をど

うするんだとかそういうことになりますので、その辺の現状も各消防にお聞きしながら

議論していくとそう簡単なものではないなというような形になっておりました。ですが、

やはり医療人として傷病者に接するということで、そんな進取的なことはやらないにし

ても、やはりそのような医療に携わるという自覚の中で、常に自分の質をアップしない

といけないのではないかということで、オフザジョブトレーニングを有効に活用すると

いう意味でいいのではないかという話がありました。あとはやはりそういうことをする

ときに組織としてしっかり認めて、個人のレベルで病院とこちょこちょやるんではなく

て消防組織としてしっかりやる、そういう組織を上が認めてやるということで今先進的

にやっていらっしゃるような北海道の事例なんかを皆でお聞きをしながら検討していま

して、そういうような形の理想的な形を一つ提示しながら報告書をつくれればいいのか

なということを考えながらやってまいりました。最終的に今後課題にありますような、

どこの組織でも小さな消防本部であっても大きいところであっても同じようにチェック

リストを提示しながら、それと同時に何か勉強する材料というものがほしいんではない

か。小さい消防本部や熱心な救急の医者がいないような地域ではなかなか困るので、そ

のために eラーニングなどを今後何かしら形にできないかなということを議論して前回は

終わりました。以上です。 
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【○○部会長】 

 ありがとうございます。参考資料５－３にはしっかり検討内容がまとめられていまし

て、こういうことの議論の結果として先ほど説明がありましたように、時間がない費用

の負担が大きいという課題をどうクリアするかということで、１つはチェックリストを

うまく活用して自己研鑽に励むような機会をつくれたらなということのようでございま

す。それと次のページをめくりますと eラーニングの話にちょっと触れておられるようで

すけれども。どうでございましょう。今班長のほうから御説明がありましたけれども、

○○委員、ほかに補足することは何かございますでしょうか。 

【○○委員】 

 私はチェックリストもこれをすばらしいと思っていまして、あともう１つ救命士のポ

イント制も導入して併用したらいいかなと私自身は思っております。これだけチェック

リストをチェックするだけでもかなりの時間はかかると思うんですけれども、それに加

えて例えば学会が何点とかそういう発表が何点とかというふうにして課題に加えて 10 点

とか 20 点とかそういう簡単なポイントを稼げばとそれでことしはオーケーというふうに

なっていただきたいと思っています。あともう１つなんですけど、チェックリストの右

側に「評価者」というのがあるんですけれども、想定していたのはできれば指導救命士さ

んにハンコを押していただければ多分一番いいんじゃないかと思っていまして、救命士

さんのほうの決定を待っている次第です。以上です。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。先ほどの指導的救命士のあり方のところでもコメントがあり

ましたけれども、救急隊員のこういった教育をしっかりと面倒見ることも関連づけてや

る必要があるということだというふうに理解しているのかなと思います。この班で同じ

ように検討されていた消防機関の方で今日お見えの方、どうでしょう。何か補足するこ

とございますでしょうか。 

【○○委員】 

 私たちの消防本部も一応救命士と同じようなポイント制を試行で今やっていまして、

結果はまだ出ていないです。 

【○○部会長】 

 救急隊員の。 

【○○委員】 
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 はい。 

【○○部会長】 

 そのポイント制をチェックして指導したりするのは署内の上の隊員が面倒を見ている

というのが実態なんでしょうか。 

【○○委員】 

 実態は救命士ではなくて救命士資格を持っていない係長のほうに今のところお願いし

ているという状態になっています。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。この班では○○さんも関係しているんですね。 

【○○委員】 

 お話がありましたように、最初は、救急隊員の技量の低下という点につきまして、消

防本部の中でもやはり現場経験を踏むから技量は下がらないのではないか、また一方で

どうしても救急隊長の育てようという気持ちなどにすごく左右されて、実際に救急救命

士が主導権を取りすぎると他の隊員は技量が下がるではないかというように意見が分か

れたところも少しありました。その中でやはり本人のやる気であったり年齢であったり、

隊長の教え方であったり、そういったものに左右されて、その技量が下がるとか上がる

というのは全体としてはよくないだろうと。ですから救急救命士につきましては、再講

習である程度担保されていますが、隊として技量を上げるに当たっては一定のチェック

リストであるとかそういったものを活用して担保すべきではないか。全体的には、消防

本部として小規模であるからここまでしかできないであるとか、そういった地域格差と

いうのは、サービスの提供という点でも良くないであろうと思われます。そのあたりを

カバーするために乗っている救急隊員の資格に応じた一定レベル、高いレベルでの処置

などができるということが当然必要になってくると思います。そうしましたら、玉川先

生が先ほど言われましたように、期待するものとしましては、やはりそういった指導的

救命士が救急隊全体を見て、そのことと相まって全体的にレベルアップすればな、とい

うような感じを私自身も持っております。以上です。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。班会議のほうではおおむね大体方向性が見えているのかなと

いうふうに思いますので、先ほどの説明いただいた資料の 28ページ､最後の成果物の検討

というところで、かねてよりこの救急隊員の教育についてはどうやって教えたらいいの
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かわからないからある程度ひな形を示してくれというのが最初の話であったと思います

ので、それを１つの大きな成果物としてこの班のほうでぜひ出していただけたらと思い

ますので、次回楽しみにしておりますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、○

○委員。 

【○○委員】 

 今のチェックリスト大変よくできていると思うんですけれども、少し中身が処置のス

キルに偏り過ぎている部分があるのかなと、資料２の 16ページのところの図表 23アンケ

ートのところで、このような特定行為の補助技術、基礎行為手技というのに加えて重症

度・緊急度評価､医療機関選定などという部分も大規模の消防本部でかなりやられている

部分があります。この部分については恐らくスキルではないので先ほどちょっと出たｅ

ラーニングなどという手法が恐らく非常に有効になってくると思うんですけれども、こ

の辺現場トリアージとか消防法の改正に伴う搬送先選定なども含めて、チェックリスト

の中に技術以外の部分についての判断力というところも踏み込んでいただけると非常に

いいのかなというふうに思いました。 

【○○部会長】 

 ということで○○委員よろしいでしょうか。確かに御指摘の点は大変重要で、隊とし

て働くときにやはり一人一人が緊急度の判断ができたりあるいは地域なり医療機関の特

性を活用しようと思えば病態の観察もある程度できないといけないんだろうなと思いま

すので、知識としてのチェックリストというのをぜひということですのでよろしくお願

いしたいと思います。はいどうぞ。 

【○○委員】 

 検討いただいた先生方ではなくて事務局にちょっとお伺いしたいと思うんですけれど

も、この「一定のレベル」というのを事務局の方はどういうふうにお考えかなというふう

に思っております。結局ここをはっきりすればそこに向かっていける、何をするかはっ

きりわかるということもあると思いますし、御検討いただいたチェックリストのほうも

特定行為の補助まで入っているということはこれがそのうち救急隊員の応急処置基準の

中に入ってくるのかなというところも視野に入れながら御検討をいただけているという

ふうに考えたらよろしいんでしょうか。その辺をちょっとお聞きしたいと思いまして質

問させていただきます。 

【事務局】 
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 前段部分につきましては資料の 25 ページに年間教育項目（案）ということで管理表を

つけておりますけれども、最低のレベルというところで検討しているところがこのチェ

ックリストの範囲ということで、応急処置の最低限の手技と当然救急隊員として行って

いる行為の補助について、これは最低必要だろうということでお示しを差し上げたという

ことです。 

【○○部会長】 

 御質問の本旨、要するにポイントはどこにあるんですか。 

【小林（一）委員】 

 今先生方に御検討いただいている救急隊員って今までざっくりした中で教育が行われ

ていた。どこまで教えていいのか何をしてほしいのかというところが救命士はある程度

はっきりしていたものがあったんですけれども、救急隊員は 250時間の教育の中で限界が

あってという中であったので、どこまでこの人たちに教えたらいいんだ、何をしてもらっ

たらいいんだというのがいまいちはっきり到達目標がわからないところで教育してきた

ようなところがあったというふうに感じましたので、そこがきちんとどこまで、要はこ

れがちゃんとできるまであるいはこの処置がきちんとできるまで、だけど救命士ほどじ

ゃなくていいよ、その「救命士ほどじゃなくていい」というのはどこなんだろうという御

検討をしっかりしていただいてこういう土俵に上げていただきたいなというふうに思っ

ておりましたので、そこを。では実際は事務局としてはどういうところを目指してとい

うようなものが具体的にあったらお話をいただければというふうに思った次第です。 

【○○部会長】 

 はい、ありがとうございます。 

【事務局】 

 ちょっとお答えになるかどうか、大分本質的な御質問をいただいたというふうに思っ

ています。資料３の 23 ページのやじろべえがついておりますけれども、私どもも事務局

の中でこの資料を作るときにそこが非常に本質的な論点なんだろうなというふうに思い

ながら資料を作ったところでございます。実は矢印の左側から右のほうになるといいな

という図なんですけれども、この傾きのところが左に比べて右のほうが少し水平に近く

なっているというふうな図にしておりまして、これは○○委員からもお話がありました

けれども、特定行為以外の処置技術とか医学的知識であるとか手技であるとか、あるい

は特定行為の補助も含めて病院選定も含めてでありますけれども、救命士は医療資格で



29 

 

すので救命士を超えることはもちろんないし、それは救命士の資格さえ否定することに

なると思いますので救命士ほどではないんだろうと。ただ、今の救急隊員というのはい

ろいろ差があって、救命士を目指していらっしゃる方もいれば、救急隊員としてしっか

りやっていくんだというふうな方もいて年齢もまちまちですし、救命士に比べると少し

幅があるんではないかと思っているんです。それを今よりは引き上げていきたいと思っ

ているんですけれども、いろいろな方がいる中ですべてを同じレベルに引き上げるのか、

あるいは少しでこぼこがあってもいいと考えるのか。私は後者の考えでいかないとなか

なか現場は回っていかないのかなと思っているんですけれども、そういった問題意識を

持ちながらやってはいるところです。ではそこは救命士ほどじゃないけれども今言われ

ている中でどこの線なんだというところは、私どもまだ幅の中でどこということは具体

的に目指してはいないと。このチェックリストをチェックしていく中でどの水準だった

らチェックできるのかということにかかっているんですけれども、それも本部ごとに少

し差が出てくるんだろうなと思っています。それで実は今後の問題として、e ラーニング、

off-JT 等について教材のような少し考えていこうという議論を班会議でしていただいて

いますので、やはり教材みたいなものを明らかにしていく中で、一つ一つの手技なり病

院選定能力なりの中でものさしができてくる部分もあるのかなと思っておりまして、そ

ういったことを私ども事務局としてもいろいろ考えながら班の先生方にお伺いしていき

たいと思っています。少しまとまりませんけれども思っていることでお話をさせていた

だきました。 

【○○部会長】 

 幅のあるものだということを認識してやらないと、恐らく各署それぞれの地域の救急

業務にも少し問題があるのでしょう。ちょっと今の御質問を聞いて、最後に御説明があ

るんだろうと思いますが、資料６の３ページ、最後に御説明いただくだろうと思うんで

すけれども、救急業務を生涯の職種として選んでいる人たちのキャリアアップを考えて

いくと、１つの教育上の設計がこういうふうにステップで上がっていくんだろうと思い

ます。そうしたときにレベルⅠからレベルⅣの間というのは救急隊員に幅があると思いま

す。その中でじゃあ最低はⅠでいいのかということになりますので、そうじゃないもう

少し高いⅠも必要だという幅があるように思いますが。まず○○委員。皆さん何かここ

については一言ありそうですね。 

【○○委員】 
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 事務局ではないんですけれどもちょっと一緒に議論した内容で１つの目標というか救

急隊員のものということに関しては、議論の中で救急科の初めの 250時間の教育の中のも

のがやはり維持できていない知識もあるので、そこをまずは最低限必要であるというこ

とで１つの目標として、そうすると先進的な救急の消防署は、もうそんなの当然できて

いるよというところがあるとは思うんですが、やはりボトムアップというのは大切なの

でそういう意味での救急科の内容に沿ってこのチェックリストを今は作っている。そう

するとそこで果たして救急科の教育内容は今のままでいいのかという議論が出てきてい

まして、もうちょっとそこは今後検討する必要があるのではないかという話も事務局の

ほうからありましたので、でも今の段階でそこまで手をつけるのは時間的に無理ですの

で、今は救急科の内容を１つの救急隊員がしっかり押さえるのを目標として置いていく

ということでチェックリストを作ったという形です。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。○○委員は何か御意見ありそうですか。 

【○○委員】 

 救急隊員にどこまで求めるかという話の中で、１つは同じ行為に対して例えば胸骨圧

迫のクオリティが救命士と救急隊員とでどこまで違うかとかいう話があると思うんです

けれども、もう１つ業務範囲のところで今日、厚労省からオブザーバーが来ていますので

確認というか、あまり確認しちゃうとまた後で問題が出るかもしれないんですけれども、

特定行為の補助といったときにそれこそ医行為の補助と同じような形でどこまで彼らが

つまり、今のところ恐らく輸液をするときにバックを出して輸液セットをつないで云々

という一通りのことは全部救急救命士が自分でやらなければいけないので、そこに同時

に２つの特定行為を連続してやろうと思ったときかなり時間をとられる。そういうとこ

ろの部分で何か補助といったときにもう少し何か広げられるとより現場がスムーズにな

るということをこの中に盛り込んでいくのか、あるいはそこは一切だめなのか、その辺

はいかがなんでしょうか。 

【○○部会長】 

 ○○オブザーバーどうですか。 

【○○オブザーバー】 

 はい。オブザーバーの厚生労働省の○○でございます。いつもお世話になっておりま

す。今のところ個別にお答えできるものはないかなというところで、もし必要であれば
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今後整理していけばいいと思いますが、いわゆる救急隊員の業務として位置付けられる

かどうか。それが例えば救急科の今 250時間やっていますけれどもそれでちゃんと安全が

担保できるということがわかればそれは基本的には問題ない行為だと思います。 

【○○部会長】 

 はい。特定行為にかかるところの補助行為をどこから先を補助行為としてカットする

のかという限界は、坂本委員個別に確認しておいてください。大変重要なことであるん

ですけれども、時間の都合でよろしくお願いします。それでは先に進めさせていただきた

いと思います。３つ目の本日の課題ですけれども通信指令員の教育のあり方の班のほう

の進捗状況よろしくお願いします。事務局のほうお願いします。 

【事務局】 

 そういたしましたら資料３になりますけれども 29 ページからでございます。30 ページ

からですけれども、これにつきましても第１回作業部会でお示しした検討項目について

でございます。31 ページからが通信指令員の検討項目として、まず指令員教育の必要性

についてということで救急業務に関することでございますけれども、救急事故のフェー

ズということで図をお示ししているところでございます。メディカルコントロールの質

の保障につきましては、救急隊現場到着から医療機関到着までということで従来の考え

方ではございますけれども、これに指令員が通報を受けた段階から口頭指導等で市民に

対して応急処置の実施等々を行うことでこういったメディカルコントロールの部分がも

っと前倒しになるのではないか、今現在全国平均で現場到着が 8.1分ということでござい

ますので、そういったことも考えられるのではないかということで､下のほうでは救命の

連鎖ということで書かせていただいております。救急隊につきましては３つ目現場到着

してからの一次救命処置ということで、特定行為につきましては４つ目ということで、

通信指令員が早期認識と通報という部分の救命の連鎖の２つ目から関与するということ

で、この病院前救護の質の向上に資することができるのではないか、このように考えて

ございます。１枚おめくりいただきまして 32 ページですけれども、ここから班会議資料

の抜粋ということで、参考資料のほうにしましては５－４からが当日の資料でございま

すが参照いただきながら御質問願いたいと思います。これにつきましては平成 22 年度に

実施いたしました緊急度・重症度の評価ということで、119 番通報受信時の緊急度判定の

実施状況についてということで、74.3％の本部でこのような緊急度判定を実施しており､

それに対する対応ということで右側に状況等々と書いてございます。このように多くの
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消防本部で前回アンケートで聴取した緊急度に応じた部隊運用が行われているというこ

とが明らかになってございます。今回のアンケートでも明らかになっておりますけれど

も、救急に係る支援教育については実施している本部が少ない現状でございますので、

このような 119番トリアージを実施する際にはより高度で医学的な知識が求められるとい

うことからも必要となる知識技能を身につける必要があるのではないか、このように考

えてございます。33 ページでございますけれども、では通信指令員に求められる救急に

関する知識・技能というものはどのようなものかということで、ここに３つ挙げさせて

いただいております。このような聴取要領あるいは口頭指導要領あるいは緊急度・重症

度の識別、あるいはそもそもとして救急医療体制とかメディカルコントロールについて

も勉強いただきたい、このような役割・技能の取得には当然医学的知識が必要になるこ

とから、救急に係る通信指令員への教育が必要であるとこのように考えてございます。

34 ページをお開きください。そういったことで通信指令員の教育を図るためにそういっ

た教育をした上で、そうしたら教育をしっぱなしなのかということではなくて、教育を

図るための指標等についても設定が必要ではないかということで班のほうでは検討をし

ていただいているところです。そういった教育を図るための指標としてまず何がいいの

かということで書いてございますけれども、まず１つは口頭指導の実施率といったもの

が評価につながるのではないか。当然そういった心停止を見抜く聴取能力あるいは口頭

指導要領などを身につけていく必要があるので、その流れとしてこういった実施率の向

上といったものを図っていけたらいいのではないか。ただ、今の国統計では直接通信指

令員による心停止の認識率というのが出てきませんで、そのかわりといっては何ですけ

れども口頭指導を実施することでバイスタンダーＣＰＲの実施率についても向上するの

ではないかということで､下のほうでは「平成 23 年版の救急・救助の現況」から応急手当

の救命効果ということで左側のほうにありますけれども、目撃ありで家族等により応急

手当が実施された実施率ということでこれが 49.8％です。もうちょっと本部によっては

高い数値の本部というのもございますので、これをいかに上げていくかというのが１つ

の指標になるのではないかということで、今班のほうでは御検討いただいているところ

でございます。検討結果につきましては御意見等につきましては資料４－５ということ

で、内容につきましては○○班長のほうから御報告願えたらと存じます。よろしくお願

いいたします。 

【○○部会長】 
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 ありがとうございます。御説明があったことに加えて検討されている班長のほうから

御説明を追加していただきたいと思います。○○委員よろしくお願いします。 

【○○委員】 

 基本的に今御説明のあったとおりで、この間２回のワーキングを開催いたしました。

まず現状認識をした実態として通信指令による例えば緊急度の判断、これはＰＡ連携ド

クターカー・ドクターヘリの出動など、あるいはその部隊運用ということで、実際に行わ

れているというのが実態である。ただそこに十分医学的な検証も関与されていないし教

育も関与していないという実態であるということから、ここに関してやはり教育が必要

だろうということは疑いもないだろうと。そして通信指令の質によって少なくとも心停

止に関しては社会復帰率が変わってくるというのは国際的な研究でもわかってきている

ことなので、それを１つの指標として考えられるのではないかということが議論されま

した。具体的にどのようなことが求められるのかということに関して言えば、今の資料

３の 33 ページあるいは同じものが資料５－４の９ページにございますので、まず基本的

には聴取要領と特に口頭指導の要領それから部隊運用を考えたときの緊急度・重症度の

識別で、これらの部隊運用に加えてさらに事前管制ということで、例えば心疾患が疑わ

れれば事前に心カテができる病院にこういう傷病者が現場で発生しているようですとい

う一報も入れることも含めて考えていけるんではないかということ。それからやはり自

分たち通信指令という仕事の役割が救急医療体制全体の中でどのような位置を占めてい

るのか、そしてそのなぜメディカルコントロール下で検証がされて行われていかなけれ

ばいけないのかということを理解していただくということが教育としては必要だろうと

いうことで、内容としてはこのようなものが議論されました。２度目の班会議はより具

体的ということで１つは口頭指導要領自体が既に総務省消防庁から発出をだいぶ前にし

て､先ほどアンケートにあったように全国 80％以上のところで既に基準があるということ

になっているんですけれども、１つはガイドラインの内容が古いので手順が古いままで

放置されている地域もあるだろうということ、ＡＥＤが入っているかどうかも含めてで

すね。それからもう１つはやはり当時の基準自体がいわゆる１つも漏らさないで１つず

つ全部書いてあるために、その書いてある指導を全部しようとすると指導し終わったこ

ろに救急車が着いてしまうという非常に冗長なものであったというようなことから、も

っと簡潔なものをつくったほうがいいだろうということで、具体的な案ということで現

在ちょうど社会全体で共有するトリアージのほうで 119番通報時のトリアージのところで
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心停止を早期認識という部分がありましたので、そこのところの整合性も考えた上で資

料の５－４の 13 ページ以降の口頭指導要領案、ひな形をつくっております。これらをも

とにして各ＭＣで地域特性に合わせて工夫をしていただければというようなものがあり

ます。それからもう１つ、２回目に検討したこととしては、実際にそれではここにある

ような教育をするためには具体的にどのような項目を講義もしくは実習としてどのぐら

いの時間やればいいのかということに関して既に先行事例になる横浜市等の例を皆で勉

強しながら考えました。ただ、ここは通信指令員がそもそも救急業務経験があるかない

か、救急救命士なのかそうでないのかということ、それから消防本部の規模などによっ

てあまり一概に何時間でという時間で切ることは難しいので､到達目標としてこういうよ

うなことを通信指令業務をやる際にはマスターいただきたいと、その到達目標に至る時

間に関しては教育体制もしくは本人の持っているもともとの資格あるいは教育方法がオ

フジョブなのかオンジョブなのかということによってそれはそれぞれでＭＣ単位で工夫

をしてくださいということで、講習項目案ということを最後の 19 ページにつけさせてい

ただいております。以上です。 

【○○部会長】 

 はいありがとうございます。この班のところも方向性が比較的はっきりしていまして、

ＣＰＡに対するしっかりとした口頭指導ができるような要領が必要だろう。それからも

う１つは緊急度をきちんと判定して、それに応じた救急業務のレスポンスですね。ドク

ターカーが必要だったりあるいはＰＡ連携が必要だったりといったようなことがきちん

と指示ができるようなその判断力ということで、それともう少し総論を言えば全体の救

急体制、メディカルコントロールの体制といったこともある程度範疇に入れて協力をし

ていきたいということですが、これに関連していた委員の方々どうでしょう、補足する

ことございますか。○○委員どうでしょう。 

【○○委員】 

 はい。内容については今○○委員がおっしゃったとおりですけれども、私としまして

は私の地域では通信指令員に関しましてはドクターカー運用上例えば心停止なんかであ

れば口頭指導レポートのようなものを作成しておりまして、きちんとどういう形で心停

止を把握できたかできなかったか、なぜできなかったかあるいは口頭指導をしようとし

てできなかったらどういう理由でできなかった、そういうようなレポートを記載してい

ただくと、それとともに検証会議で口頭指導に関する事後検証、そういうものを行って、
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そういうことがやはり有用だということを強調させていただきました。それとやはり指

令員教育につきましては最初に出ましたワークステーションの効果的な運用、ここにつ

いても非常に鍵だと思います。ですからそういうことも含めてぜひ積極的な教育が必要

だろうという形で発言をさせていただきました。以上です。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。恐らく口頭指導を行った結果どうだったのかという検証とい

うかフィードバックというか、○○委員曰くそういうことも含めてちょっと出せないの

かという御意見です。○○委員どうですか。 

【○○委員】 

 検証の重要性ということが班会議で非常に議論されました。１つはグロスとしてのも

ちろんバイスタンダーＣＰＲの実施率であるとか口頭指導における心停止の的中率など

ございますけれども、全体の話じゃなくて個別に関していえば、やはりきめの細かい１

例ごとのフィードバックが必要だろう。ワーキングでは出さなかったんだけれどもこと

しの１月かアメリカ心臓協会がステートメントを出していまして、その中では特にアメ

リカでいうところの通信指令のところで必ず交信内容はテープに録って全員で議論すべ

きだということが強く推奨されている部分もありました。日本の実情でそのままという

わけにはいかないかもしれませんけれども、横浜さんの話でも、結局例えば口頭指導の

プロトコルをこのように決めても、最後はやはり経験と判断がきいてきてそこがやりっ

ぱなしになってしまうのと、１例ずつフィードバックしていくのというところで恐らく

その的中率が 70％から 80％、90％に上がっていく鍵があるんではないかというようなこ

とがございましたので、やはり○○委員がおっしゃるようにその検証ということが質を

上げていくためには不可欠ではないかという議論が出ておりました。 

【○○部会長】 

 座長の私のほうから言うのも失礼ですが、私どもも通信指令員、特にＣＰＡに関して

の口頭指導がどういう形でなされたかということについては救急隊の業務の検証と同時

に検証を始めると結構見えてくるものがあります。そういったことでぜひ通信指令員に

対するフィードバックの仕方ということもちょっと取り組んでいただけたらなというふ

うに思いますのでよろしくお願いします。消防機関としてはこの班の中でどうですか。

○○委員どうでしょうか。 

【○○委員】 
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 前回の作業部会でお話をさせていただいたとおり、通信指令業務に今あたっている人

間というのは場所の特定、早期の部隊運用という面で少し職人気質的なところもあるん

ですけれども、今回このワーキングを通じて整理がうまくできたなと思ったのは、まさ

に医学的見地からの聴取要領、的確に心停止の症例者をどう見抜けるのか、また、それ

をどう新しくリニューアルした口頭指導要領につなげていけるのかという観点でかなり

整理できたことについては非常に良かったなと思っております。そういう状況の中でも、

先ほど部会長のほうからもお話があったとおり、姫路の事故じゃないですけどそういっ

た複合的な化学災害、それから先般の台風 17 号のような同時多発的な水災業務など多種

多様な災害に関する、業務を指令室がやっていないといけない中で、救急業務に関する

教育というのがどれぐらいのウェイトを占めていくのかについて、これはかなり中長期

的に、到達目標それからカリキュラムについて慎重に議論を進めていく必要があるのか

なと思っています。 

【○○部会長】 

 ○○委員どうでしょう。同じように消防機関のほうから通信指令員のことについて。 

【○○委員】 

 ○○委員がおっしゃったのがすべてでございますけれども、今東京さんがおっしゃい

ましたなかで、今まで指令管制員の教育というのは非常にアンタッチャブルなところが

ありまして、ほとんど行われていないか、アンケートでも実態の掌握を図る､その必要性

をいかに指令管制員のほうに腑に落とすかというのは非常に消防本部側としては大きな

役割ですので、それが１つ大きな課題ではあるかなという気がいたします。それからフ

ィードバックの話はまさにそのとおりで、地域のＭＣの協力がないとできないことでご

ざいますから、特にＣＰＲ事案については必ずそのテープを我々が全部起こして聞き、

それをＭＣにかけて検証していただくというサイクルをきちんとつくっていかないとこ

れは非常に難しいことだというふうに思っていますので、必ずＭＣの協力が必要だとい

うふうに思っています。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。ということで時間の都合もありますので大きな３つの部会の

御報告というのは一応ここまでにしたいと思います。ということであとそれぞれ宿題と

いうかまた持って帰って班のほうで検討していただきたいところも１つ見えてきたのか

なと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは全体を通してといいま
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すか改めて確認とか御意見があれば承りたいと思いますけれども、先ほど説明していた

だいたのは資料３が中心でしたけれども、それぞれの資料については参考資料５のとこ

ろにまとめられておりますので御検討いただけたらというふうに思います。それでは事

務局から各班がそれぞれ検討を進めている教育のあり方について、それぞれを関連づけ

ていくというにはどういう教育手法を用いていけばいいのかという事務局案があるよう

ですので、説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】 

 そうしましたら資料６ということで、今回初めて提示をさせていただきます「各班検討

を関連付ける教育手法について（事務局案）」ということで、病院前救護実践能力の習熟

段階制教育ということで１枚めくっていただきまして２ページですが、現在各班で救急

救命士、救急隊員、通信指令員の各レベルにおいての教育のあり方について御検討いた

だいているところでございます。こういった各レベルでの取り組み等検討につきまして

は、指導的立場の救急救命士あるいは救急隊員の生涯教育それぞれ関連性を持って取り

組みを進めていくために、何か一貫した教育体制を構築して全体としてレベルアップを

図っていく方策あるいは手法が必要となるんではないかと事務局のほうでは考えており

ます。１つの手法として、今回習熟段階別による教育手法（案）ということで御提案をさ

せていただくところでございます。次をめくっていただきまして３ページということで、

段階的教育システムに沿った救急隊員教育の例ということで、ここでいう救急隊員教育

というのは救急救命士を含んだものでございます。この図にありますとおり救急科を修

了した新任隊員から救急隊員３年目あるいは４年目以降の中堅さん、小隊長、救急救命

士そしてスペシャリストとして指導的立場の救急救命士あるいは救急管理者といったも

のの各習熟段階に即した教育システムの構築を目指すものでございます。下に書いてご

ざいますけれども、各班検討を結びつける教育手法としてこの習熟段階別の教育手法を

取り入れることによって、まず１つは各レベルにおいて今回例えば救急隊員班のほうで

チェックリスト方式による教育カリキュラムというのを御提示いただいておりますけれ

ども、これを各レベルにおいても採用することで具体的なカリキュラム等が御提示でき

るのではないか。あるいは、指導救命士という位置付けを今検討していただいておりま

すけれども、指導救命士がスペシャリストということで、先ほどもお話がありましたけ

れども救急隊員も含めた教育の企画運営等に参画できる指導救命士の役割をこのシステ

ムにつけてはどうかというようなことでございます。また、指導救命士や小隊長あるい
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は救急管理者等がそれぞれの役割を明確にするとともにということで、各所属における

生涯教育をレベル別に確立していくということ、これには別途きちんとした年間教育計

画みたいなものがあればいいのではないかと考えております。先ほど部会長からもお話

がありましたけれども、指導救命士、救急管理者みたいなものをキャリアアップとして

将来目指すスペシャリストとして目標として位置付けていったらどうかと、このように

考えてございます。ここでいう救急管理者とは、消防署レベルで救急部門を担うような

警防部門も含めた責任者ということで、一般的には警防担当課長さん､名称はいろいろで

すけれども消防課長さん、皆が消防救助の面倒を見ているような方を念頭に置いていま

す。もちろん警防と切り離して救急部門の責任者を置いている本部では､署の救急担当課

長さんみたいなものがこれに該当するのではないかと考えております。４ページですけ

れども、教育方法の例ということで先ほどもちょっとお話にありましたけれども、「屋根

瓦方式」による教育手法を中心とした全員が指導者となって指導者受講者双方のレベルア

ップを図っていけたらなということで、ここの図では屋根瓦方式を中心とした段階制教

育の例と、あとＭＣ協議会の関与の案ということで書いてございます。ここの図にあり

ますようにレベルⅠ、レベルⅡ、レベルⅢとありますけれども、レベルⅢがレベルⅡを、

あるいはレベルⅡがレベルⅠをということで、屋根瓦方式でそれぞれ御指導いただくと。

レベルⅣの小隊長につきましては小隊訓練あるいは小隊活動こういったものの指導にあ

たっていただくとともに、レベルⅤの救急救命士につきましては救急救命処置の指導等

にあたっていただくということでございます。エキスパートとなります指導救命士につ

きましては、この所属の教育全般の企画・運営を担うとともに救命士が救命士を教える

ということで救急救命士の指導を実施していくと。エキスパートⅡとしての救急管理者

でございますけれども、こういった方につきましては管理者として所属の教育環境の整

備あるいは危機管理事故防止等、管理者としての指導を行っていただきたいと考えてご

ざいます。また消防本部とＭＣ協議会の関係ということで書いてございますけれども、

指導救命士の指導につきましてはＭＣ協議会の指導医等があたりまして、指導救命士に

つきましては事後検証等にも参画していただくと。あと全体としましては指導救命士が

どのような範囲を救命士に教えるのかといったようなことについてそれぞれＭＣ協議会

ごとでお決めいただきまして、救命士を教える内容についてＭＣ協議会が関与していけ

ればいいのではないかとこのように考えております。下の※に書いてございますけれど

も、次から次に新入職員が入ってくる本部ばかりでもございませんので、ある程度小さ
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い消防本部につきましてはプリセプターシップなど、そういった別の地域にあった教育

手法をとっていただけたらいいのではないかとこのように考えてございます。５ページ

をお開きください。今考えてございますのはこのレベルⅠからスペシャリストのⅡまで

それぞれのレベルにおいて目標というのを掲げまして、それぞれの役割をしっかりさせ

て、それに基づいた教育カリキュラムというものを先ほどのチェックリスト方式を中心

として御提示できたらなと考えております。今事務局のほうで案としております「基礎的

能力」と書いてございますけれども４つ挙げさせていただきまして、現場等での実践力あ

るいは管理能力、教育・訓練あるいは人間関係（隊活動）と書いてございますけれども、

このような能力についてそれぞれのレベルごとで目標というのをしっかり位置づけて、

この目標に向かったカリキュラムというのを採用して教育というのを図っていけたらい

いのではないかと考えてございます。ここでレベルⅣとレベルⅤですけれども、小隊長

が救急救命士の場合は当然ですけれども両方の役割を担っていくような方がこういった

内容が必要になってくるということでございます。６ページをお開きいただきましてシ

ステムを支える教育体制の例として４つの体制をベースとしてかいてございます。１つ

は教育としてチェックリストを基本とした教育体制を構築するということ、それと先ほ

どのチェックリストの項目の中にもございましたけれども、きちんとした評価体制とい

うことで、それが指導救命士になるのかどうかというのは御議論をいただく必要がござ

いますけれども、本人及び上司と書いてございますけれどもそういったきちんとした評

価体制の構築、指導救命士等によるきちんとした指導体制、あるいはここでは基礎教育

として位置づけていますけれども救急科ということで、この４つの体制をベースに救急

の質の向上を図れたらとこのように考えてございます。下のほうが向上を目指す基礎的

能力の例として、前のページにもありましたけれども４つの基礎的能力につきまして、

実践力というのは病院前救護における実践能力の向上、教育訓練というのは自己啓発や

教育訓練の必要性等の意識づけと実践、管理能力というのはレベル別の自己管理能力の

自覚と実践ということで、それぞれの役割でございます。人間関係というのは小隊活動

を基本とした魅力ある人間関係の構築ということで、このような４つの能力を向上する

ことで教育をしてそういう能力向上が図れていけたらなと考えてございます。７ページ

に具体的というかレベルごとの教育カリキュラムを例示したもので、内容についてはち

ょっと別途精査が必要かと思いますけれども、一応レベルごとではありますけれども上

のようなものについては多分全レベル必要になっていくようなカリキュラムとか研修に
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なるのかなということで、ここで何が言いたいのかといいますと、そういった共通する

ような研修カリキュラムとあとレベルごとで位置づける研修、例えば新任隊員研修につ

きましてはレベルⅠの人が当然お聞きになるということで、レベルごとにこの教育内容

というのが提示できたらな、当然新任隊員は基本的な手技とかプロトコルであるとか、

各種報告の作成であるとか隊員になって１年目の振り返りみたいな教育内容を例示とし

て書かせていただいています。例えばレベルⅢの中堅職員になりますと、今度指導者と

しての育成みたいなカリキュラムだとか、プレゼンテーションこういったものも含まれ

てくるのかなと、小隊長についてはリーダー的なそういった研修カリキュラムがあれば

いいのかなと、これはあくまで例示として書かせていただいているところですけれども、

こういったレベル別に年間通じた教育カリキュラムというのが御提示できたらなと考え

ております。救急管理者研修については別途検討あるいは指導救命士は現在検討中でご

ざいます。この段階制ではございませんが、通信指令のほうにつきましても通信指令の

救急研修というのは今別途検討をしているところでございます。最後になりますけれど

も、このような教育手法をとることで１つが指導的立場の救命士の役割とか習熟段階制

教育の意味ということで、１つ事務局が考えておるところで、先ほど来からお話があり

ましたけれども救急隊員も含めての教育という部分でこの指導救命士が所属、署になる

のかもしれませんけれども、教育を担う人材として中心的な役割を果たしてほしいとい

うことで、ＭＣ協議会と指導医との橋渡し役を実施するということで、所属の救命士､救

急隊員も含めてですが全段階でのレベルアップをこの指導的救命士が橋渡しすることで

図ることができるのではないかと考えております。また、指導的救命士を段階において

目指すべき目標としてスペシャリストとして位置付けるとともに、段階制などで文字ど

おりレベルアップすることで本人及び職員のやりがいあるいはやる気が向上することが

期待できるのではないかとこのように考えてございます。２つ目ですけれども、救急隊

員教育のあり方で今チェックリスト方式の話がございましたけれども、この救急隊員教

育の柱として策定するチェックリスト方式を各段階での教育カリキュラムとしてチェッ

クリストとしてお示しすることで段階ごとの教育カリキュラムが具体的に提示できて、

先ほど４つ時間がないからとかいろいろな課題がありましたけれども、その課題の解決

も同様に各段階でも図れるんではないだろうかとこのように考えてございます。通信指

令員につきましては直接この段階教育が当てはまるものではございませんけれども、間

接的に指導的立場の救命士等が関与していただければいいのではないかということで、
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今回さまざまに検討を各班でしていただきましたけれども、そういった検討項目を習熟

段階別のステップで取り込むことですべての救命士・救急隊員が積極的に取り組む契機

になるのではないかとこのように事務局では考えております。以上、事務局の案として

説明をしましたけれども、習熟段階制についてはインホスピタルの世界では当然看護師

さんの生涯教育としてクリニカルラダーとしてごくごく一般的なものであると思います

が、今回特に消防本部の委員の方におかれてはあまりなじみがないものなのかなと。し

かしながら、先ほど申しました屋根瓦方式、新任隊員などに先輩隊員たちが指導すると

いうことは当然のこととして各消防本部でもやられているんではないかと考えています。

今回この習熟段階制の案というのは、今それぞれの消防本部で具体的に屋根瓦方式とい

うか先輩が先輩を教えるという取り組みを体系的に各段階あるいは役割でとらえてお示

しをしたというもので、今までの各本部での教育からがらっと全く新しいもの別のもの

をしようというものではございません。それに加えて各班での検討をこれにということ

で、現在指導的立場の救命士の役割であるとか単位班での検討のチェック方式のカリキ

ュラムの提示みたいなものがこの習熟段階制に当てはまることで、比較的スムーズに全

体的な教育のあり方とか方向性といったものをお示しできるのではないかと事務局では

考えております。通信指令員については先ほどもちょっとお話ししましたけれども、あ

くまでも今回は通信指令員につきましては教育の部分のことでございますので、この習

熟段階制というのは通信指令員教育の全体部分の教育という部分にそのまま当てはまる

ものではないということだけあらかじめ御承知置き願えたらなと思います。いずれにし

ましても、救命士制度から 20 年が経過しまして、今までそれぞれの消防本部で御尽力さ

れていました救急隊員教育について、今後そういった体系立てて実施を図っていくこと

で、これから先に向けて救急隊員も含めて救命士のすべてがさらなるレベルアップを図

れるのではないかとこのように事務局は考えて､今回このような案を提示させていただい

たところでございます。以上でございます。 

【○○部会長】 

 ありがとうございます。全体を特に救急隊員と救急救命士を関連づけながら病院前救

護、救命業務を担う職員の教育を習熟段階制で見ていこうというようなことです。裏を

返せば、教育をしていくということは、それぞれの就労してからの隊員が持つべきレベ

ルはいかほどのものかということの期待値でもあるわけですね。こういうふうなお示し

をされましたけれども、御意見を伺いたいと思いますけれどもいかがでしょうか。今回
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初めて事務局から示されました体系的な考え方ですけれども。やはりイメージ的には３

ページを見るとなるほどということで受け入れやすいわかりやすい体系になっているの

かなと思います｡恐らく議論しないといけないのは、例えば５ページぐらいに細かく作っ

たときにそれぞれの消防機関において、４年目ではこれじゃあもっと強い期待をしない

といけないとか、いやいやそれは無理だよというような各論的には幾つか問題があるの

かもしれません。そういう意味においては中身をじっくりご覧いただいて改めて事務局に

問い合わせなり意見をいただくという時間があってもいいのかなと思いますけれども、

いかがでしょうか、今ここでちょっと確認したいということがあれば承っておきたいと

思います。○○委員どうぞ。 

【○○委員】 

 段階的な教育は目標が見えて非常にいいと思うんですけれども、レベルⅤで救急救命

士がここに出てくるんですが、今初めから救命士の資格を持って消防に入ってくるとい

う人がいてそういう人たちはどういう扱いをするのかということと、もう１つは、赤い

車に長く乗っていて５年目ぐらいになって救急のほうに移動したりした場合にどういう

ところから入り始めるのかとか、その辺ちょっと気になるなと思いました。 

【事務局】 

 最初の部分につきましては、当然資格を今お持ちの隊員さんも非常に多くおられると

いうことで、その隊員さんにつきましては当然レベルⅠとレベルⅤ両方かかるのかなと

事務局では考えております。当然救急救命処置の部分でこれは当然小隊長さんはまた別

の考えですけれども、救急救命処置の部分について指導する部分については、救急救命

士の役割としてその方がしっかりやっていただけたらいいのではないかと思うんですけ

れども、隊の活動であるとかそういった基礎的な部分は当然１年生なのでレベルⅠのカ

リキュラムも当然必要になってくるとこのように考えています。後段部分についてはそ

こまで考えておりませんでしたので、ちょっと検討が必要かなと考えています。 

【○○部会長】 

 はい○○委員。 

【○○委員】 

 恐らくこういうふうなラダーで考えたときに、救急隊員あるいは消防職員のキャリア

パスという全体像を考えないとなかなかイメージができなくて、生涯一救急隊員で救命

士を目指さない人はどういうふうに年をとっていってどういうふうに仕事していくのか
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とか、あるいは救命士をとらないのであれば救急隊員というところから管理職あるいは

予防とかそういうところをぐるぐる回っていっていくとかそういうふうな全体像がない

と、医学的内容としては救命士が上に立っているんですけれども、皆が救命士を目指し

ているわけではきっとないだろうと思いますので、その辺の救急隊員のあり方のデザイ

ンというところがもうひとつないとこれがもうちょっと現実的にはもたないのかなとい

うふうに思いました。 

【○○部会長】 

 これはあくまでも教育のステップだというふうにとらえればそんなに厳しく考える必

要がないのかなと思います。いわゆる消防職員がこういう階級でいくんだということに

なるとここでは議論できないような話だとは思いますが。○○委員のおっしゃったこと

も非常に重要な問題を含んでいるかと思います。教育をするといっても大変それぞれの

組織の中の立場ということで、消防機関によって少しずつ温度差のある中でこれが展開

していくためにはどうしたらいいのかということを並行して検討していただく必要があ

るのかなというふうに思います。ちょっと時間が過ぎてしまいましたので、皆さん方ま

だまだ御意見を述べたい委員もおられるかと思いますけれども、もし重要な問題が発言

できなかったということであれば後で事務局のほうへ意見を届けていただくということ

でしていただいたらいいのかなと思います。それでは最後に今後のスケジュールを含め

て事務局にお回しします。よろしくお願いします。 

【事務局】 

 資料３の 39 ページで、その他ということで、救急業務実施基準の別表、器材の検討と

いうことで作業部会でもお話ししましたけれども、消防の委員の方々に今別表見直しに

係る検討をしていただいております。８月７日に第１回見直し作業を行いまして、現在

古くなった別表についての見直しの検討をこの４つの「●」について検討していくという

こととしております。検討後ということで書いてございますけれども、今後別表の分類

等について整理をするとともに、実際に各本部でどのようなものが記載されているかの

参考に案というのを作成して、メールベースですけれども意見交換を図った上で改正案

を作成していこうということにしております。これにつきましては次回の作業部会にお

いてできました案というのを御提示して、年度末に実施基準改正を目指していきたいと

このように考えてございます。最後今後のスケジュールですけれども 40 ページというこ

とで、本日 10 月２日に第２回作業部会を実施いたしました。これを受けまして第３回と
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なります、一部第２回ですけれども、作業班会議を行いまして、できれば 11 月中に第３

回の教育のあり方の作業部会を実施したいと考えております。今のところあり方検討会

は 12月７日で仮に決まりましたので、この 12月７日のあり方検討会で中間報告をさせて

いただいて、そこでまた具体的な御意見をいただきまして３月の最終的な報告書作成に

向けて進んでいきたいとこのように考えております。事務局からは以上でございます。 

【○○部会長】 

 はい、ありがとうございます。ということでこの作業部会は次回 11 月に開く予定で 12

月の７日には親会議であるあり方検討会が開かれますので、それまでにそれぞれの作業

班では少し御努力をいただきたいというふうに思います。それではこれで終わります。

最後にもう一度事務局にお返ししますのでよろしくお願いします。 

【事務局】 

 皆様活発な御意見を御議論いただきましてありがとうございました。この意見を踏ま

えまして次回の班会議、３回の作業部会につなげていきたいと考えてございます。また

開催日等につきましてはまた調整をさせていただきますのでよろしくお願いしたいと思

います。本日は時間が過ぎました。長い間御苦労さまでした。これで第２回となります

作業部会を修了いたします。本日はありがとうございました。 


